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１ 地域医療構想

（１）策定の趣旨

平成２６年 月に「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律」（平成２６年法律第８３号）が制定され、同法により改正さ

れた医療法（昭和２３年法律第２０５号）の規定により、各医療機関が担う病床機能を

明らかにする病床機能報告制度 が始まり、都道府県には、医療提供体制の将来のある

べき姿を示す「地域医療構想」の制定が義務付けられました。

これを受けて、東京都は、平成２８年 月に「東京都地域医療構想」策定し、「東京

の２０２５年の医療～グランドデザイン～」の実現のため４つの基本目標を掲げ、都民、

行政、医療機関、保険者など、医療・介護・福祉等に関わる全ての人が協力し、東京都

の医療提供体制を維持・発展させて、誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせ

る『東京』の実現のための方針としています。

資料：「東京都地域医療構想（平成 年 月）」

（２）東京都地域医療構想の概要

地域医療構想は、医療法第３０条の 第 項第 号及び第 号の規定に基づき、次

の事項を定めることとされています。

                                                   
1 病床機能報告制度：病床（一般病床及び療養病床）を有する病院・診療所が、その病床において担っている現在の医療機能と
今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、毎年都道府県に報告する仕組み。また医療機能に加えて、病棟の設備や人員

配置、具体的な医療内容も報告することとされている。報告された情報については公表することが省令により定められてい

る。 
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１ 厚生労働省令で定める計算式により算定した２０２５年の医療需要と病床の必要量

・高度急性期、急性期、回復期、慢性期の 機能ごとに推計

・都道府県内の構想区域単位で推計

２ 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

東京都は、構想区域を「病床整備区域」として、必要な病床の整備を図るとともに地

域における病床の機能分化及び連携を推進するための単位として、二次保健医療圏と一

致させています。さらに、地域で不足する医療機能の確保等について、関係者が協議し、

医療機関が自主的に機能分化・連携に取り組むために、構想区域ごとに「地域医療構想

調整会議」を設置しています。

また、構想区域とは別に、交通網の発達や高度医療提供施設の集積状況などの地域特

性に基づく患者の受療動向等を踏まえ、疾病や事業ごと医療提供体制の整備を図る区域

として、「事業推進区域」を設定しています。

東京都地域医療構想の推計では、東京都の平成３７年（２０２５年）の必要病床数は、

１１３７６４床、在宅医療等の必要量は１９７２７７人と見込んでいます。特に訪問診

療の必要量は、平成２５年（２０１３年）の約１．５倍の１４３４２９人となるなど、

その需要が大幅に増加することが見込まれています。

東京都における平成37年（2025年）の病床数等の必要量

（上段：人/日、中段：床） （人/日）

（再掲）
訪問診療のみ

患者数

病床数

病床数の
構成割合

資料：「東京都保健医療計画（平成３０年３月改定）」

在宅医療等
回復期
機能

慢性期
機能

計
高度急性期

機能
急性期
機能

＜参考＞病床の つの機能区分

高度急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度

が特に高い医療を提供する機能

急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提

供する機能

回復期機能
急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療や、リハビ

リテーションを提供する機能

慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
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（３）西多摩圏域の状況

西多摩圏域は、６５歳以上の高齢者の割合が２８４％（平成３０年１月現在）と東京

都の平均の２２６％より高く、高齢化が進んでいます。 

＜西多摩圏域の特徴＞ 

高
度
急
性
期
機
能

・自構想区域完結率は６４．９％で、都内隣接区域を含めると８０．４％

・西多摩の医療機関に入院する患者の８５．４％が西多摩の住民

急

性

期

機

能

・自構想区域完結率は７７．１％と高く、都内隣接区域を含めると８９．９％

・区中央部や区西部へも流出しているが、流出先の中心は多摩地域

・高度急性期機能から引き続き入院する患者も含め、西多摩に所在する医療機関が西多摩

の住民を診ている割合は８５．９％と高い。

回

復

期

機

能

・自構想区域内完結率は８１．６％と都内で最も高く、都内隣接区域を含めると９１．８％

で同じく都内で最も高い。

・人口１０万人当たりの回復期リハビリテーション病床数は、都平均の約１．２倍

・流出患者数と流入患者数が均衡

慢

性

期

機

能

・高齢者人口１０万人当たりの医療療養病床数及び介護療養病床数は、ともに都平均の約

３倍と多い。

・自構想区域完結率は８０．２％と都内で最も高く、都内隣接区域を含めても９０．４％

と同じく都内で最も高い。

・患者が他の地域から多く流入しており、構想区域外の住民を診ている割合が６０．３％

と高い。

資料：「東京都保健医療計画（平成３０年３月改定）」

西多摩圏域の平成３７年（２０２５年）の必要病床数の推計は３７４８床で、病床機

能別にみると、高度急性期機能２７５床、急性期機能９６７床、回復期機能１０３１床、

慢性期機能１４７５床となっています。

また、平成３７年（２０２５年）の在宅医療等の必要量は、４１２０人となっていま

す。

今後、限りある医療資源を効率的・効果的に活用するため、病院間の連携、役割のあ

り方や、地域包括ケア病床を効率的・効果的に活用していくための方策を地域医療構想

調整会議において検討していく必要があります。
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西多摩構想区域における平成37年（2025年）の病床数等の必要量
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在宅医療等計
高度急性期

機能
急性期
機能

回復期
機能

慢性期
機能
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